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　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（同法第55条において準用する場合を含む。）及び中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項の規定による医療機

関及び施術機関について，次のとおり指定し，及び廃止の届出があったので，生活保護法第55条の２及び中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第４項の規定に基づき告示する。

　ページ



2 第 2505 号　平成 25 年７月 18 日（木曜日）

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

医療機関コード･
名　　　　　称 所　　在　　地 診療科目等 開　設　者 指定等

年月日 区分

7310261
ありま皮膚科クリニック

つくばみらい市紫峰ヶ丘１－
681街区４区画地 皮膚科 有馬　礼人 平成25年

６月１日 指定

2012938
青空ホームクリニック つくば市千現１－23－８－５ 内科 鯨井　正規 平成25年

６月１日 指定

0114900
いちょう坂クリニック

水戸市三の丸１－４－73水戸
三井ビルディング１階

内科，消化器内科，
糖尿病・内分泌内科，
循環器内科，呼吸器
内科，アレルギー疾
患内科

医療法人社団道
心会

平成25年
７月１日 指定

0411587
靍見脳神経外科 古河市上片田813 脳神経外科 靍見　有史 平成25年

７月１日 指定

2111540
ひたちなか眼科

ひたちなか市新光町35　ニュ
ーポートひたちなかファッシ
ョンクルーズ１階

眼科 医療法人しんあ
い会

平成25年
６月１日 指定

2410686
小林医院 守谷市本町633 内科，外科，皮膚科，

婦人科 小林　英昭 平成25年
５月11日 指定

1630561
うめさと歯科クリニック 笠間市下郷4468－２－５ 歯科，小児歯科，歯

科口腔外科 梅里　朋大 平成25年
６月１日 指定

0332144
ルークス歯科口腔外科ク
リニック

土浦市桜町３－１－３ 歯科，口腔外科，矯
正歯科

医療法人社団秀
悠会

平成25年
７月１日 指定

2730253
パルナ歯科クリニック 稲敷市西代1495 歯科，小児歯科，矯

正歯科 医療法人真英会 平成25年
６月１日 指定

3131287
はせがわ歯科医院 東茨城郡茨城町小鶴12－５ 歯科，矯正歯科 長谷川　弘道 平成25年

６月１日 指定

0143440
ウエルシア薬局水戸堀町
店

水戸市堀町字新地878－３ 薬局 ウエルシア関東
株式会社

平成25年
７月１日 指定

1840366
ウエルシア薬局坂東岩井
本町店

坂東市岩井2746 薬局 ウエルシア関東
株式会社

平成25年
７月１日 指定

2042210
コストコホールセール筑
波倉庫店薬局

つくば市西平塚503－２ 薬局
コストコホール
セールジャパン
株式会社

平成25年
７月１日 指定

2141277
すまいる薬局ひたちなか
店

ひたちなか市馬渡2997－15 薬局 株式会社クオン 平成25年
７月１日 指定

2240525
ウエルシア薬局鹿嶋緑ヶ
丘店

鹿嶋市緑ヶ丘４－６－７ 薬局 ウエルシア関東
株式会社

平成25年
７月１日 指定

3140807
ウエルシア薬局大洗磯浜
店

東茨城郡大洗町磯浜町3465－
１ 薬局 ウエルシア関東

株式会社
平成25年
７月１日 指定

7340197
ヤックスドラッグつくば
みらい平薬局

つくばみらい市伊奈・谷和原
丘陵部地区土地区画整理630
街区１

薬局 株式会社千葉薬
品

平成25年
７月１日 指定

3440124
ビッグママあこ薬局 久慈郡大子町池田2676－16 薬局 有限会社ビッグ

ママ
平成25年
６月７日 指定

1046
千晴接骨院 水戸市笠原町1522－１ 柔道整復 後藤　洋彰 平成25年

５月30日 指定
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医療機関コード･
名　　　　　称 所　　在　　地 診療科目等 開　設　者 指定等

年月日 区分

1047
菅生接骨院

つくば市春日３－２－６　パ
ルネット春日103 柔道整復 菅生　正宜 平成25年

７月８日 指定

1048
きじま接骨院 龍ヶ崎市小柴３－１－11 柔道整復 木嶋　嘉人 平成25年

６月７日 指定

1049
ひかる整骨院

龍ヶ崎市佐貫３－11－５　ア
セットアルフアビル 柔道整復 畠山　光 平成25年

７月８日 指定

307
レイス治療院鉾田・小美
玉

鉾田市安房1086－13 あん摩，マッサージ，
指圧 林　俊江 平成25年

７月８日 指定

308
こぼり治療院 つくば市横町368－５ あん摩，マッサージ，

指圧 小堀　孝浩 平成25年
７月８日 指定

309
めぐ株式会社

群馬県邑楽郡板倉町下五箇
1879

あん摩，マッサージ，
指圧 本市　勝彦 平成25年

７月８日 指定

347
こぼり治療院 つくば市横町368－５ 鍼灸 小堀　孝浩 平成25年

７月８日 指定

2410033
小林医院 守谷市本町633

内科，外科，小児科，
整形外科，婦人科，
皮膚科

小林　常昭 平成25年
５月10日 廃止

2111516
ひたちなか眼科

ひたちなか市新光町35　ニュ
ーポートひたちなかファッシ
ョンクルーズ　１階

眼科 李　成吉 平成25年
５月31日 廃止

0110957
中島消化器内科医院 水戸市姫子２－731－３

内科，呼吸器内科，
消化器内科，循環器
科，放射線科

医療法人　中島
消化器内科医院

平成25年
５月31日 廃止

4020798
入江内科歯科医院 つくばみらい市小絹156－17 内科 入江　国夫 平成７年

11月12日 廃止

2730246
パルナ歯科クリニック 稲敷市西代1495 歯科，小児歯科，矯

正歯科 森　美樹 平成25年
５月31日 廃止

3130966
はせがわ歯科医院 東茨城郡茨城町長岡2998－１ 歯科，矯正歯科 長谷川　弘道 平成25年

５月31日 廃止

1430327
ひがし歯科医院 高萩市東本町２－46－４

歯科，矯正歯科，歯
科口腔外科，小児歯
科

医療法人よつば
会

平成25年
７月31日 廃止

3440058
ドラッグストアビッグマ
マあこ薬局

久慈郡大子町池田1293－２ 薬局 有限会社ビッグ
ママ

平成25年
６月６日 廃止

茨城県告示第837号

　次の医療機関等について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）

第59条第１項の規定に基づき，指定自立支援医療機関（精神通院医療）の指定をしたので告示する。

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

名称 所在地 担当する
医療の種類

主として担当する
医師（薬剤師）の
氏名　　　　　　

指　定
年月日

ののがき脳神経外科クリ
ニック 那珂市中台749－３ 病院・診療所 伊　藤　　　聡 平成22年

６月３日

株式会社下野メディカル
森の薬局 取手市下高井2333－６ 薬局（調剤） 大　里　友希乃 平成25年

７月１日
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名称 所在地 担当する
医療の種類

主として担当する
医師（薬剤師）の
氏名　　　　　　

指　定
年月日

ビッグママあこ薬局 久慈郡大子町池田2676－16 薬局（調剤） 根　田　　　滋 平成25年
６月７日

カワチ薬局結城南店 結城市大字結城6531 薬局（調剤） 稲　垣　雅　秀 平成25年
７月１日

ひまわり調剤薬局泉店 笠間市泉2081－１ 薬局（調剤） 柳　瀬　直　子 平成25年
７月１日

茨城県告示第838号

　次の医療機関等について，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）

第60条第１項の規定に基づき，指定自立支援医療機関（精神通院医療）の指定更新をしたので告示する。

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

名称 所在地 担 当 す る
医療の種類

主として担当する
医師（薬剤師）の
氏名　　　　　　

指定更新
年 月 日

JAとりで総合医療センタ
ー 取手市本郷２－１－１ 病院・診療所 前　田　益　孝 平成25年

４月１日

医療法人陽徳会早川医院 鹿嶋市宮中８－11－14 病院・診療所 早　川　陽　之 平成25年
４月１日

医療法人社団有朋会栗田病
院 那珂市豊喰505 病院・診療所 栗　田　裕　文 平成25年

４月１日

医療法人東湖会鉾田病院 鉾田市安房1650－２ 病院・診療所 横　田　廣　夫 平成25年
４月１日

医療法人白帆会小川南病院 小美玉市小川733 病院・診療所 諸　岡　信　裕 平成25年
４月１日

医療法人渡辺会大洗海岸コ
アクリニック 東茨城郡大洗町大貫町903－１ 病院・診療所 金　丸　修　三 平成25年

４月１日

医療法人幕内会山王台病院 石岡市東石岡４－１－38 病院・診療所 金　森　直　明 平成25年
４月１日

医療法人一貫堂会一貫堂ク
リニック 常陸大宮市下町3993 病院・診療所 矢　数　とも子 平成25年

４月25日

上甲医院 水戸市本町３－１－８ 病院・診療所 上　甲　　　宏 平成25年
７月31日

ひばり薬局 坂東市沓掛4483－４ 薬局（調剤） 飯　田　崇　之 平成25年
４月１日

倉持調剤薬局沓掛店 坂東市沓掛372－４ 薬局（調剤） 吉　井　正　明 平成25年
４月１日

ぬまた調剤薬局 稲敷市沼田2687－４ 薬局（調剤） 早　見　慎　一 平成25年
４月１日

薬局マツモトキヨシ江戸崎
店 稲敷市江戸崎甲2137－１ 薬局（調剤） 阿　掛　達　彦 平成25年

４月１日

パワー調剤薬局真壁店 桜川市真壁町飯塚1006－１ 薬局（調剤） 土　屋　　　薫 平成25年
４月１日

ヴィクトリー薬局神栖店 神栖市賀2108－157 薬局（調剤） 山　口　　　賢 平成25年
４月１日
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名称 所在地 担 当 す る
医療の種類

主として担当する
医師（薬剤師）の
氏名　　　　　　

指定更新
年 月 日

有限会社シュウメディカル
スガワ薬局

神栖市神栖１－17－25チェリーブル
ーム３－101 薬局（調剤） 加　藤　和　弘 平成25年

４月１日

タカラ薬局 神栖市太田4148－３ 薬局（調剤） 菅　﨑　叔　子 平成25年
４月１日

パルム薬局きざき店 神栖市大野原８－９－３ 薬局（調剤） 小　川　明　広 平成25年
４月１日

アイン薬局神栖店 神栖市知手中央７－3405－254 薬局（調剤） 森　川　陽　介 平成25年
４月１日

アイン薬局波崎土合店 神栖市土合本町１－8762－37 薬局（調剤） 大　川　久　恵 平成25年
４月１日

中央薬局 神栖市土合本町１－9082－５ 薬局（調剤） 上　野　時　美 平成25年
４月１日

有限会社甲谷薬局 行方市玉造甲128－５ 薬局（調剤） 甲　谷　　　亘 平成25年
４月１日

松本薬局 行方市玉造甲346 薬局（調剤） 松　本　芳　雄 平成25年
４月１日

さわやか薬局 鉾田市鉾田2475 薬局（調剤） 成　田　裕　己 平成25年
４月１日

りふる薬局 鉾田市新鉾田西２－２－８ 薬局（調剤） 石　﨑　正　男 平成25年
４月１日

玉里調剤薬局 小美玉市栗又四ケ1768－33 薬局（調剤） 田　口　幸　雄 平成25年
４月１日

今川薬局小川店 小美玉市中延644－２ 薬局（調剤） 飯　田　耕　平 平成25年
４月１日

アルファーム薬局桜ヶ丘店 東茨城郡茨城町奥谷1090－３ 薬局（調剤） 小　倉　昌　久 平成25年
４月１日

サンリツ薬局水戸桜の郷店 東茨城郡茨城町桜の郷231－10 薬局（調剤） 鈴　木　準　子 平成25年
４月１日

水戸ロイヤル薬局 東茨城郡茨城町桜の郷231－12 薬局（調剤） 吉　田　幸　雄 平成25年
４月１日

アゼリア調剤薬局常北店 東茨城郡城里町石塚1376－５ 薬局（調剤） 髙　木　久　志 平成25年
４月１日

じょうほく薬局 東茨城郡城里町石塚503－５ 薬局（調剤） 喜多村　法　子 平成25年
４月１日

イースト薬局 那珂郡東海村舟石川95 薬局（調剤） 藤　田　香　織 平成25年
４月１日

ノース薬局 那珂郡東海村白方1707－83 薬局（調剤） 園　木　真理子 平成25年
４月１日

わかば薬局東海 那珂郡東海村東海３－２－11－105 薬局（調剤） 小　坂　一寿子 平成25年
４月１日

だいご薬局 久慈郡大子町大子822－１ 薬局（調剤） 小　林　　　玄 平成25年
４月１日

アルファーム美浦店薬局 稲敷郡美浦村大谷1216－１ 薬局（調剤） 山　口　恵　子 平成25年
４月１日

アスカ薬局阿見店 稲敷郡阿見町阿見2742－２ 薬局（調剤） 森　田　清　美 平成25年
４月１日

アスカ薬局島津店 稲敷郡阿見町島津3791 薬局（調剤） 服　部　賢　次 平成25年
４月１日
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名称 所在地 担 当 す る
医療の種類

主として担当する
医師（薬剤師）の
氏名　　　　　　

指定更新
年 月 日

さくらい薬局荒川本郷店 稲敷郡阿見町本郷１－２－14 薬局（調剤） 関　口　明　美 平成25年
４月１日

ポプリ薬局医大前店 稲敷郡阿見町中央３－19－16 薬局（調剤） 武　元　康　子 平成25年
４月１日

阿見原薬局 稲敷郡阿見町阿見4811－６ 薬局（調剤） 山　﨑　優　子 平成25年
４月１日

アクア薬局けやき台店 水戸市けやき台３－36HI ビル１Ｆ 薬局（調剤） 市　川　真　也 平成25年
４月１日

よつば薬局 結城郡八千代町栗山236－２ 薬局（調剤） 藤　野　義　仁 平成25年
６月１日

アイン薬局ひたちなか店 ひたちなか市津田2824－１ 薬局（調剤） 中　井　由美子 平成25年
７月１日

アサヒ調剤薬局北条店 つくば市大字北条字古城89 薬局（調剤） 馬場内　弘　子 平成25年
６月25日

アイセイ薬局谷河原店 常陸太田市谷河原町1180－４ 薬局（調剤） 土　田　高　典 平成25年
８月１日

アスカ薬局石岡店 石岡市石岡１－13－３ 薬局（調剤） 黒　川　淳　一 平成25年
４月１日

訪問看護ステーションうし
く 牛久市中央３－15－１ 指定訪問看護事

業者等 － 平成25年
４月１日

ナザレ園訪問看護ステーシ
ョン 那珂市中里361－２ 指定訪問看護事

業者等 － 平成25年
４月１日

社団法人真壁医師会訪問看
護ステーションしもだて 筑西市二木成1515 指定訪問看護事

業者等 － 平成25年
４月１日

きぬ医師会訪問看護ステー
ションいわい 坂東市岩井4421－６ 指定訪問看護事

業者等 － 平成25年
４月１日

あずま訪問看護ステーショ
ン 稲敷市幸田1247 指定訪問看護事

業者等 － 平成25年
４月１日

訪問看護ステーションたい
よう 鉾田市汲上3128 指定訪問看護事

業者等 － 平成25年
７月12日

茨城県告示第839号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による大規模小売店舗の変更の届出について，

同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定に基づき次のとおり公告し，その関係書類は，本日から４月間

縦覧に供する。

　なお，この公告に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見を述べようとする者は意見

書を本日から４月以内に茨城県知事に提出することができる。

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　名称及び代表者氏名

　　　株式会社マスダ

　　　代表取締役　木　村　幸　治

　⑵　住所
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　　　常総市水海道宝町2771番地

２　届出事項の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　マスダ茎崎店

　　　つくば市高見原一丁目１番18号　外

　⑵　変更した事項

　　ア　大規模小売店舗を設置する者（法人にあっては代表者の氏名）

　　　　（変更前）代表取締役　平　　　邦　雄

　　　　（変更後）代表取締役　木　村　幸　治

　　イ　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　　（変更前）株式会社マスダ茎崎店

　　　　　　　　　つくば市高見原一丁目１番16号

　　　　（変更後）マスダ茎崎店

　　　　　　　　　つくば市高見原一丁目１番18号　外

　⑶　変更の年月日

　　ア　平成24年３月１日

　　イ　平成25年６月１日

　⑷　変更の理由

　　ア　代表取締役社長の変更のため

　　イ　店舗名称の変更及び代表地番錯誤のため

３　届出年月日

　　平成25年７月10日

４　縦覧の場所

　　茨城県商工労働部中小企業課

茨城県告示第840号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について，同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告し，その意見書は，本日から１月間縦覧に供する。

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　大規模小売店舗の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　ランドロームフードマーケット　キッチン＆テーブル

　　　龍ケ崎市中根台３－６－１

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第１項）

　　　　平成25年６月６日

　　イ　変更した事項
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　　　　大規模小売店舗において小売業を行う者（法人にあっては代表者の氏名）

　　　　（変更前）代表取締役　村　越　良　一

　　　　（変更後）代表取締役　村　越　淳　司

　⑶　届出年月日

　　　平成25年５月29日

２　市町村の意見

　　特になし

３　縦覧の場所

　　茨城県商工労働部中小企業課

茨城県告示第841号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について，同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告し，その意見書は，本日から１月間縦覧に供する。

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　大規模小売店舗の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　ランドロームフードマーケット　キッチン＆テーブル

　　　龍ケ崎市中根台３－６－１

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第２項）

　　　　平成25年６月６日

　　イ　変更しようとする事項

　　　ア　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

　　　　　（変更前）午前９時30分

　　　　　（変更後）午前９時

　　　イ　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　　　（変更前）午前９時15分～翌午前０時15分（一部午後９時）

　　　　　（変更後）午前８時45分～翌午前０時15分（一部午後９時）

　⑶　届出年月日

　　　平成25年５月29日

２　市町村の意見

市　町　村　名 意　見　の　概　要 理　　　　　由

龍ケ崎市 　騒音の発生に係る事項
　騒音問題に対応するための対応策に配慮
すること。

　開店時間が早まることによる騒音に対し
て周辺環境への配慮を願いたい。
　特に住宅地付近である第２駐車場では特
段の配慮を願いたい。

３　縦覧の場所
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　　茨城県商工労働部中小企業課

茨城県告示第842号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について，同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告し，その意見書は，本日から１月間縦覧に供する。

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　大規模小売店舗の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　ランドロームフードマーケット龍ヶ岡店

　　　龍ケ崎市松ヶ丘１番地１　外

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第１項）

　　　　平成25年６月６日

　　イ　変更した事項

　　　ア　大規模小売店舗を設置する者（法人にあっては代表者の氏名）

　　　　　（変更前）代表取締役　村　越　良　一

　　　　　（変更後）代表取締役　村　越　淳　司

　　　イ　大規模小売店舗において小売業を行う者（法人にあっては代表者の氏名）

　　　　　株式会社ランドロームジャパン

　　　　　（変更前）代表取締役　村　越　良　一

　　　　　（変更後）代表取締役　村　越　淳　司

　⑶　届出年月日

　　　平成25年５月29日

２　市町村の意見

　　特になし

３　縦覧の場所

　　茨城県商工労働部中小企業課

茨城県告示第843号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について，同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告し，その意見書は，本日から１月間縦覧に供する。

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　大規模小売店舗の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　ランドロームフードマーケット龍ヶ岡店
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　　　龍ケ崎市松ヶ丘１番地１　外

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第２項）

　　　　平成25年６月６日

　　イ　変更しようとする事項

　　　ア　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

　　　　　（変更前）　午前10時

　　　　　（変更後）　午前９時

　　　イ　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　　　（変更前）　午前９時45分～翌午前０時15分（一部午後８時30分）

　　　　　（変更後）　午前８時45分～翌午前０時15分（一部午後８時30分）

　⑶　届出年月日

　　　平成25年５月29日

２　市町村の意見

市　町　村　名 意　見　の　概　要 理　　　　　由

龍ケ崎市 　騒音の発生に係る事項
　騒音問題に対応するための対応策に配慮
すること。

　開店時間が早まることによる騒音に対し
て周辺環境への配慮を願いたい。
　特に住宅地付近である第３駐車場では特
段の配慮を願いたい。

３　縦覧の場所

　　茨城県商工労働部中小企業課

茨城県告示第844号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について，同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告し，その意見書は，本日から１月間縦覧に供する。

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　大規模小売店舗の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　イオンモールつくば

　　　つくば市稲岡66－１　外

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第１項）

　　　　平成25年４月15日

　　イ　変更しようとする事項

　　　ア　大規模小売店舗の名称

　　　　　（変更前）　（仮称）イオンモールつくば



11第 2505 号　平成 25 年７月 18 日（木曜日）

　　　　　（変更後）　イオンモールつくば

　　　イ　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名

　⑶　届出年月日

　　　平成25年４月５日

２　市町村の意見

　　特になし

３　縦覧の場所

　　茨城県商工労働部中小企業課

茨城県告示第845号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について，同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告し，その意見書は，本日から１月間縦覧に供する。

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　大規模小売店舗の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　（仮称）イオンモールつくば

　　　つくば市稲岡66－１　外

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第２項）

　　　　平成25年３月７日

　　イ　変更しようとする事項

　　　ア　駐輪場の位置

　　　イ　荷さばき施設の位置

　　　ウ　廃棄物等の保管施設の位置

　⑶　届出年月日

　　　平成25年２月22日

２　市町村の意見

　　特になし

３　縦覧の場所

　　茨城県商工労働部中小企業課

茨城県告示第846号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について，同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告し，その意見書は，本日から１月間縦覧に供する。

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　大規模小売店舗の概要
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　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　山新下館店

　　　筑西市下岡崎三丁目12番１号

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第１項）

　　　　平成25年５月23日

　　イ　変更した事項

　　　ア　大規模小売店舗の名称

　　　　　（変更前）　ジョイフル山新　下館店

　　　　　（変更後）　山新下館店

　　　イ　大規模小売店舗の所在地

　　　　　（変更前）　下館市下岡崎38街区－１　外

　　　　　（変更後）　筑西市下岡崎三丁目12番１号

　⑶　届出年月日

　　　平成25年５月13日

２　市町村の意見

　　なし

３　縦覧の場所

　　茨城県商工労働部中小企業課

茨城県告示第847号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について，同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告し，その意見書は，本日から１月間縦覧に供する。

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　大規模小売店舗の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　（仮称）筑西横島ＳＣ

　　　筑西市横島字薄田216番１　外

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　新設の届出（第５条第１項）

　　　　平成25年３月11日

　　イ　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

氏名又は名称 住　　　　　　　所 代表者氏名

ホーマック株式会社
北海道札幌市厚別区厚別中央三条二丁目１番１

号
石　黒　靖　規

株式会社ヨークベニマル 福島県郡山市朝日二丁目18番２号 大　髙　善　興
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　　ウ　大規模小売店舗の新設をする日

　　　　平成25年10月28日

　　エ　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　　　6,697㎡

　　オ　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　　　ア　駐車場の収容台数　　　　　　274台

　　　イ　駐輪場の収容台数　　　　　　100台

　　　ウ　荷さばき施設の面積　　　　　210㎡

　　　エ　廃棄物等の保管施設の容量　　･39㎥

　　カ　大規模小売店舗の施設の運営に関する事項

　　　ア　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　　　　　（開店時刻）　午前７時（一部午前９時）

　　　　　（閉店時刻）　午後11時（一部午後10時）

　　　イ　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　　　午前６時45分～午後11時15分

　　　ウ　駐車場の自動車の出入口の数

　　　　　３箇所

　　　エ　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　　　午前６時～午後９時

　　キ　届出年月日

　　　　平成25年２月27日

２　市町村の意見

筑西市からの意見の概要

１　周辺地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項

　⑴　駐車場法・駐車場法施行令を順守すること。

　⑵･　道路管理者及び県公安委員会と協議の上，自動車出口及び入口・車路に関する技術的基準（施行令第７条・

第８条）の規定に基づいた施工として，駐車場利用の安全確保に努めること。

　⑶　屋外広告物を表示する場合は，都市計画課との協議が必要である。

２　周辺の地域の生活環境悪化のために配慮すべき事項

　⑴･　事業活動に伴って（飲食店や事務所，商店・工場等）排出される一般ごみは，事業者の自己責任で処理を

お願いしたい。

　⑵･　直接環境センターへ持ち込むか，認可業者と契約して処理願いたい。また，ごみ持ち出しについては，筑

西広域センターで購入できる「事業系袋」での排出をお願いしたい。（収集運搬業者は市のホームページに

掲載されている。）

　⑶･　騒音規制法及び振動規制法に規定する特定建設作業（くい打ち等）を行う場合は，事前（作業開始７日前

まで）に市環境保全課に届出を行うこと。

　⑷･　工事等の際には，騒音・振動・悪臭・ばいじん・粉じん（ほこり）・汚水・光害の流出等に留意し，周辺

の生活環境の保全に万全を期し，苦情がないようにすること。

　⑸･　工事等で発生した廃棄物等は適正に処理すること。周辺の地下水，及び地盤沈下への影響に留意すること。
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理　　　　　由

店舗地域住民の生活環境を保持するため

３　縦覧の場所

　　茨城県商工労働部中小企業課

茨城県告示第848号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について，同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告し，その意見書は，本日から１月間縦覧に供する。

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　大規模小売店舗の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　タイヨー江戸崎店

　　　稲敷市江戸崎甲3555

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第１項）

　　　　平成25年６月10日

　　イ　変更した事項

　　　ア　大規模小売店舗を設置する者（法人にあっては代表者の氏名）

　　　　　（変更前）　代表取締役　森　田　　　穣

　　　　　（変更後）　代表取締役　森　田　　　剛

　　　イ　大規模小売店舗において小売業を行う者（法人にあっては代表者の氏名）

　　　　　株式会社タイヨー

　　　　　（変更前）　代表取締役　森　田　　　穣

　　　　　（変更後）　代表取締役　森　田　　　剛

　⑶　届出年月日

　　　平成25年６月３日

２　市町村の意見

　　特になし

３　縦覧の場所

　　茨城県商工労働部中小企業課

茨城県告示第849号

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定に基づく市町村の意見の概要について，同条第

３項の規定に基づき次のとおり公告し，その意見書は，本日から１月間縦覧に供する。

　　　平成25年７月18日
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茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　大規模小売店舗の概要

　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　タイヨー江戸崎店

　　　稲敷市江戸崎甲3555

　⑵　届出の概要

　　ア　届出の種類及び届出の公告日

　　　　変更の届出（第６条第２項）

　　　　平成25年６月10日

　　イ　変更した事項

　　　ア　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻

　　　　　株式会社タイヨーのみ

　　　　　（変更前）　午前８時

　　　　　（変更後）　午前７時

　　　イ　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　　　（変更前）　午前７時30分～翌午前０時30分

　　　　　（変更後）　午前６時45分～翌午前０時30分

　⑶　届出年月日

　　　平成25年６月３日

２　市町村の意見

　　特になし

３　縦覧の場所

　　茨城県商工労働部中小企業課

茨城県告示第850号

　那珂川統合土地改良区から平成25年７月１日付けで申請のあった定款変更については，土地改良法（昭和24年法律

第195号）第30条第２項の規定により同年７月11日認可した。

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

茨城県告示第851号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき，道路の区域を次のように変更する。

　その関係図面は，平成25年７月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　野田牛久線

３　道路の区域
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区　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　長 摘　要
メートル メートル

つくば市天宝喜字若宮窪697番１地先か
ら

つくば市天宝喜字平413番2地先まで

旧
最大･ 9.2

最小･ 6.8
234

新
最大･ 15.4

最小･ 8.3
234 現 道 拡 幅

茨城県告示第852号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき，道路の区域を次のように変更する。

　その関係図面は，平成25年７月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　道路の種類　　県道

２　路　線　名　　結城野田線

３　道路の区域

区　　　　間 旧新の別 敷地の幅員 延　長 摘　要
メートル メートル

猿島郡境町字長井戸518番１地先から

猿島郡境町字長井戸398番１地先まで
　 旧A

最大･ 7.5

最小･ 7.5
179

　 　A

　 新B

　 　C

最大･ 7.5

最小･ 7.5

最大･ 19.0

最小･ 7.5

最大･ 19.0

最小･ 2.0

179

191

150

迂 回 路 設 置

茨城県告示第853号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき，道路の供用を次のように開始する。

　その関係図面は，平成25年７月18日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　路　　線　　名　　県道　取手つくば線

２　供用開始の区間　　つくば市酒丸元西谷ヶ代字中山506番１から

　　　　　　　　　　　つくば市面野井字八郎田891番１地先まで

３　供用開始の期日　　平成25年７月22日

茨城県告示第854号

　千波湖土地改良区から平成25年５月22日付けで施行認可申請のあった，東大場南部地区土地改良事業（農業用用排



17第 2505 号　平成 25 年７月 18 日（木曜日）

水）については，土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第９項において準用する同法第８条第１項の規定によ

り同年７月４日付けで適当と決定したので，同条第６項の規定により公告し，関係書類を次のとおり縦覧に供する。

　なお，この決定については，同法第48条第９項において準用する同法第９条第１項の規定に基づき，縦覧期間満了

の日の翌日から起算して15日以内に茨城県県央農林事務所長に異議の申出をすることができる。

　　　平成25年７月18日

茨城県県央農林事務所長　　福 　 田 　 一 　 郎

１　縦覧に供する書類

　　東大場南部地区土地改良事業計画書（農業用用排水）の写し

　　千波湖土地改良区定款の写し

２　縦覧の期間

　　平成25年７月19日から平成25年８月15日まで

３　縦覧の場所

　　茨城県県央農林事務所土地改良部門

茨城県告示第855号

　稲敷市江戸崎甲2148番地の２に事務所を置く湖南土地改良区から次のとおり役員が退任した旨，土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第16項の規定により届出があったので，同条第17項の規定により公告する。

　　　平成25年７月18日

茨城県県南農林事務所長　　石 　 井 　 　 　 仁

１　退　任

職　名 氏　　　　名 住　　　　　　　　所

監　　事 金　田　美智男 稲敷市鳩崎526番地

公　　　　　告

◉特定非営利活動法人の定款変更認証申請に関する公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき，特定非営利活動法人の定款変更認証

申請について，次のとおり申請があったので，同条第５項において準用する同法第10条第２項の規定により公告す

る。

　なお，当該定款変更認証申請に係る同項に規定する書類は，平成25年９月３日まで，茨城県生活環境部生活文化課

県民運動推進室（水戸市三の丸１丁目５番38号　茨城県三の丸庁舎）において公衆の縦覧に供する。

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　申請のあった年月日

　　平成25年７月３日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称

　　特定非営利活動法人　発達支援グループ風の子

　　（設立認証：平成18年９月13日，設立：平成18年９月19日）
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３　代表者の氏名

　　鈴木　恵美子

４　主たる事務所の所在地

　茨城県水戸市平須町1828番地の641

５　定款に記載された目的

　･　この法人は，発達障害児・者とその家族のニーズに合うように，ライフステージに応じた療育指導，生活自立指

導，就労指導等の支援を行い，成人期に向けての課題検討と支援を行う。並行して，発達障害児・者を中心とした，

家族・行政・地域社会等と連携を図り，発達障害児・者の生活の質の向上に寄与することを目的とする。

◉特定非営利活動法人の定款変更認証申請に関する公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき，特定非営利活動法人の定款変更認証

申請について，次のとおり申請があったので，同条第５項において準用する同法第10条第２項の規定により公告す

る。

　なお，当該定款変更認証申請に係る同項に規定する書類は，平成25年９月８日まで，茨城県生活環境部生活文化課

県民運動推進室（水戸市三の丸１丁目５番38号　茨城県三の丸庁舎）において公衆の縦覧に供する。

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　申請のあった年月日

　　平成25年７月８日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称

　　特定非営利活動法人　スリーアール茨城

　　（設立認証：平成20年６月２日，設立：平成20年６月10日）

３　代表者の氏名

　　綿引　義師

４　主たる事務所の所在地

　　茨城県水戸市住吉町269番地３

５　定款に記載された目的

　･　この法人は，産業・環境・福祉・教育・健康などあらゆる社会の領域において環境保全活動に取組み，暮らしよ

い町の実現に向け環境と経済の調和・環境保全と地域振興・福祉の両立，資源循環型社会の構築をし，普及活動及

びそのための人材を育成し高齢者・障害者等が権利の擁護・労働の確保等に関する事業を行い，産業・環境・福祉・

教育の推進に寄与することを目的とする。

◉公共測量の実施

　測量法（昭和24年法律第188号）第５条の規定に基づく公共測量を次のとおり実施する旨通知があったので，同法

第39条の規定において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　測量機関　　国土交通省関東地方整備局日光砂防事務所
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２　作業種類　　公共測量（航空レーザー測量）

３　作業期間　　平成25年７月16日から平成26年２月28日まで

４　作業地域　　常陸大宮市

１　測量機関　　筑西市

２　作業種類　　公共測量（筑西市都市計画基本図作成）

３　作業期間　　平成25年６月28日から平成26年１月23日まで

４　作業地域　　筑西市下館地区及び関城地区の一部

１　測量機関　　独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター

２　作業種類　　公共測量（基準点測量及び水準測量）

３　作業期間　　平成25年７月18日から平成25年８月30日まで

４　作業地域　　東茨城郡大洗町成田町

◉都市計画の図書の縦覧

　水戸・勝田都市計画道路の変更に伴い，水戸市から都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項の規定にお

いて準用する同法第20条第１項の規定に基づく当該都市計画にかかる図書の写しの送付を受けたので，同法第21条第

２項の規定において準用する同法第20条第２項の規定に基づき，当該図書を次の場所において縦覧に供する。

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　都市計画の種類

　　道路　（３・４・182号十万原環状線）

２　縦覧場所

　　茨城県土木部都市局都市計画課

◉開発行為の工事完了

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の許可に係る開発行為について，次の区域の工事が完了したの

で，同法第36条第３項の規定により公告する。

　　　平成25年７月18日

茨城県知事　　橋 　 本 　 　 　 昌

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　東茨城郡茨城町大字下土師字岡ノ山1419番２

２　事業主の住所及び氏名

　　水戸市元吉田町1940番地の19

　　　磯　貝　暢　彦

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　桜川市真壁町田字尾無崎309番５，同番６
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２　事業主の住所及び氏名

　　桜川市真壁町東山田1573番地１

　　　千　徳　長　治

１　工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　･　行方市手賀字又カリ1490番１，1491番２，同番６，1494番２，1495番１，同番２，同番３，1496番１，同番３，

同番４，1497番３，同番４，1498番１，1499番２

２　事業主の住所及び氏名

　　行方市手賀1527番地１

　　　株式会社フィルド食品

　　　　代表取締役　野　原　豊　実

規　　　　　程

（病院事業管理者）

茨城県病院事業管理規程第９号

　茨城県病院局組織規程の一部を改正する規程を次のように定める。

　　　平成25年７月18日

茨城県病院事業管理者　　金 　 子 　 道 　 夫

　　　茨城県病院局組織規程の一部を改正する規程

　茨城県病院局組織規程（平成18年茨城県病院事業管理規程第28号）の一部を次のように改正する。

　目次中「第11条」を「第12条」に改める。

　第６条の表中央病院の項を次のように改める。

中央病院 医療局

　第一診療部，第二診療部，第三診療部，外来部，病棟部，内視鏡部，手術部，集中治療部，病理

部，感染制御部，放射線診断部，臨床検査部，リハビリテーション部，臨床工学部

　医療技術部

　　放射線技術科，臨床検査科，リハビリテーション技術科，栄養科，臨床工学技術科

がんセンター

　臨床腫瘍部，緩和ケア部，がん情報部

救急センター

　救急部，災害対策部

循環器センター

透析センター

化学療法センター

放射線治療センター

　放射線治療部

医療相談支援センター
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　相談支援部

　　医療連携相談室

予防医療センター

　健康支援部

　　健康支援室

地域支援局

医療教育局

臨床研究局

地域診療局

看護局

　看護教育支援室

薬剤局

　薬剤科

事務局

　企画情報室，総務課，施設課，経理課，医事課

　第６条に次の１項を加える。

２･　前項に規定するもののほか，茨城県立中央病院長から特に命じられた事務を分掌させるため，茨城県立中央病院

の局及びセンター外に臨床試験管理部，医療安全管理対策室，感染制御室及び栄養サポート室を置く。

　第７条第２項中「化学療法センター」の次に「，放射線治療センター，医療相談支援センター，予防医療センター」

を加え，「及び医療情報局」を「，地域診療局，臨床試験管理部，医療安全管理対策室，感染制御室及び栄養サポー

ト室」に，「及び看護局」を「，看護局及び薬剤局」に改める。

　別表第１県立中央病院の分掌事務の表を次のように改める。

　〔県立中央病院〕

　　　医療局

　　　　第一診療部

１　主に内科系の診療に関すること。

２　医療器材の保守管理に関すること（第一診療部の所管に係るものに限る。）。

　　　　第二診療部

１　主に外科系業務の診療に関すること。

２　医療器材の保守管理に関すること（第二診療部の所管に係るものに限る。）。

　　　　第三診療部

１　主に総合診療に関すること。

２　医療器材の保守管理に関すること（第三診療部の所管に係るものに限る。）。

　　　　外来部

１　外来患者の診療に関すること。

２　医療器材の保守管理に関すること（外来部の所管に係るものに限る。）。

　　　　病棟部

１　病棟患者の診療に関すること。

２　医療器材の保守管理に関すること（病棟部の所管に係るものに限る。）。



22 第 2505 号　平成 25 年７月 18 日（木曜日）

　　　　内視鏡部

１　内視鏡業務に関すること。

２　医療器材の保守管理に関すること（内視鏡部の所管に係るものに限る。）。

　　　　手術部

１　手術業務に関すること。

２　医療器材の保守管理に関すること（手術部の所管に係るものに限る。）。

　　　　集中治療部

１　集中治療に関すること。

２　医療器材の保守管理に関すること（集中治療部の所管に係るものに限る。）。

　　　　病理部

１　病理業務に関すること。

２　医療器材の保守管理に関すること（病理部の所管に係るものに限る。）。

　　　　感染制御部

１　感染制御業務に関すること。

２　医療器材の保守管理に関すること（感染制御部の所管に係るものに限る。）。

　　　　放射線診断部

１　放射線診断業務に関すること。

２　医療器材の保守管理に関すること（放射線診断部の所管に係るものに限る。）。

　　　　臨床検査部

１　臨床検査業務に関すること。

２　医療器材の保守管理に関すること（臨床検査部の所管に係るものに限る。）。

　　　　リハビリテーション部

１　リハビリテーション業務に関すること。

２　医療器材の保守管理に関すること（リハビリテーション部の所管に係るものに限る。）。

　　　　臨床工学部

１　臨床工学業務に関すること。

２　医療器材の保守管理に関すること（臨床工学部の所管に係るものに限る。）。

　　　　医療技術部

　　　　　放射線技術科

１　診療に用いる放射線に関すること。

２　放射線機器及び器材の保守管理に関すること。

　　　　　臨床検査科

１　臨床検査に関すること。

２　解剖に関すること。

　　　　　リハビリテーション技術科

リハビリテーションに関すること。

　　　　　栄養科

患者の給食及び栄養指導に関すること。

　　　　　臨床工学技術科

臨床工学に関すること。
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　　　がんセンター

　　　　臨床腫瘍部

がん患者の化学療法に関すること。

　　　　緩和ケア部

がん患者の緩和ケアに関すること。

　　　　がん情報部

がん患者の情報に関すること。

　　　救急センター

　　　　救急部

救急患者の診療に関すること。

　　　　災害対策部

災害対策に関すること。

　　　循環器センター

循環器に係る患者の診療に関すること。

　　　透析センター

透析に係る患者の診療に関すること。

　　　化学療法センター

化学療法に係る患者の診療に関すること。

　　　放射線治療センター

　　　　放射線治療部

放射線治療に関すること。

　　　医療相談支援センター

　　　　相談支援部

医療相談に関すること。

　　　　　医療連携相談室

医療連携の推進及び相談業務に関すること。

　　　予防医療センター

　　　　健康支援部

予防医療の推進に関すること。

　　　　　健康支援室

健康支援業務に関すること。

　　　地域支援局

地域医療の支援に関すること。

　　　医療教育局

医療教育に関すること。

　　　臨床研究局

臨床研究に関すること。

　　　地域診療局

地域の診療支援に関すること。

　　　看護局
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患者の看護及び診療補助に関すること。

　　　　看護教育支援室

看護教育に関すること。

　　　薬剤局

　　　　薬剤科

１　調剤及び製剤に関すること。

２　医薬品の検査，保管及び受払いに関すること。

３　保存血液の供給管理に関すること。

　　　臨床試験管理部

臨床試験等の管理業務に関すること。

　　　医療安全管理対策室

医療安全対策に関すること。

　　　感染制御室

病院感染対策の管理に関すること。

　　　栄養サポート室

栄養管理に関すること。

　　　事務局

　　　　企画情報室

１　院内情報システムに関すること。

２　がん診療拠点病院に関すること。

３　電子カルテシステムに関すること。

４　病院ホームページに関すること。

５　医療法の開設許可申請及び各種報告に関すること。

６　診療情報データ収集分析に関すること。

７　院内がん登録及び地域がん登録に関すること。

８　新たな病院のあり方検討に関すること。

９　病院再編に関すること。

　　　　総務課

１　公印の管守に関すること。

２　職員の身分及び服務に関すること。

３　職員の研修，能率及び福利厚生に関すること。

４　文書の収受，発送及び保存に関すること。

５　予算の経理に関すること。

６　病院施設の管理に関すること。

７　県有財産の管理に関すること。

８　病院統計に関すること。

９　病院事業に係る広報に関すること。

10　患者の受付及び入退院に関すること。

11　診療費の請求に関すること。

12　会計に関すること。
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13　証明事務に関すること。

14　他課等の所管に属しないこと。

　　　　施設課

１　気罐かん，給気及び給水に関すること。

２　保安及び清掃に関すること。

３　院内施設の維持補修に関すること。

　　　　経理課

１　会計に関すること。

２　物品等の出納及び保管に関すること。

　　　　医事課

１　患者の受付及び入退院に関すること。

２　診療費の請求に関すること。

３　証明事務に関すること。

　　　付　則

　この規程は，平成25年８月１日から施行する。
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